『農地・農業用施設等の災害復旧事業に係る支援業務に関する協定書』


　○○市町村長（以下「甲」という。）と神奈川県土地改良事業団体連合会会長（以下「乙」という。）は災害時における農地・農業用施設等の災害復旧事業等に係る支援業務（以下「復旧支援業務」という。）の実施に関し、次のとおり協定を締結する。

（目的）
第1条 本協定は、大雨、洪水、地震、津波等の自然災害により、市町村内の農地・農業用施設等（以下「対象施設」という。）に甚大な被害が発生した場合、甲からの協力要請に対して乙が行う復旧支援業務の実施内容を定め、被災した対象箇所の被害の把握及び拡大防止並びに早期復旧に資することを目的とする。

（業務の内容）
第2条 業務の内容は、甲からの協力要請に基づき、甲が行う災害発生後の被害調査及
び査定設計書の作成等の復旧支援業務とする。

２　甲の乙に対する協力要請は業務の内容を明らかにした書面により行うものとする。ただし、緊急時で書面により難いときは電話等で行うことができるものとし、この場合は事後に書面を提出するものとする。

（業務の範囲）
第3条 業務の実施範囲は、対象施設において、災害による被害発生箇所とする。
２　測量士等が行う測量業務は含まない。

（費用の負担）
第4条 乙が第２条の復旧支援業務に要した費用は、甲が負担するものとする。

（協定の期間）
第5条 本協定の期間は、締結の日から令和○年○月○日までとする。但し、期間満
了の１箇月前までに、甲、乙いずれからも申し出がない場合は、引き続き同一条件により期間を１年間更新するものとし、その後も同様とする。

（その他）
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定に疑義が生じたときは、その都度甲及び乙
が協議して定めるものとする。




本協定の証として、本書２通を作成し、甲、乙が記名押印の上、それぞれ１通保有するものとする。

令和　年　月　日

甲　○○△△□□番地
市町村長　○○　□□　


乙　神奈川県海老名市中新田三丁目３５番１号
神奈川県土地改良事業団体連合会
会　　長　　間　宮　恒　行
